
告 示

�愛媛県告示第１３６０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

平成２５年１２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３６１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２５年１２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３６２号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び市

役所において縦覧に供する。

平成２５年１２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

篠谷

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１５号までを順次

結んだ線及び標柱１５号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

大洲市 肱川町山鳥坂 ５３２番 １号

５２３番 ２号

５４６番 ３号

５３９番 ４，５，６号

５３６番 ７号

５７９－１番地先 ８号

５７９－１番 ９，１０，１１号

５７９－３番地先 １２号

５７９－１番地先 １３号

５７４番 １４号

５３６番 １５号

北只（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２２年７月愛媛県告示第８０３号）

北只の項で指定した標柱１１号と標柱１２号を市道北只野佐来線山側官

民境界線で結んだ線、標柱１２号と標柱１３号を結んだ線、標柱１３号と

標柱１号を市道北只野佐来線山側官民境界線で結んだ線、標柱１号

から標柱９号までを順次結んだ線並びに次に掲げる地番の土地に存

する標柱９号と標柱１４号を結んだ線、標柱１４号から標柱１７号までを
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名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

ワタキュー薬局新居浜店 フロンティア薬局新田町
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局松木町店 フロンティア薬局松木町
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局森の国店 フロンティア薬局松野店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局一本松店 フロンティア薬局一本松
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局城辺町店 フロンティア薬局城辺店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局ミルクの
里店 フロンティア薬局野村店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局宇和町店 フロンティア薬局宇和町
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局宇和島店 フロンティア薬局宇和島
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局卯之町店 フロンティア薬局卯之町
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局東大洲店 フロンティア薬局大洲中
央店 平成２５年１１月１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 本村池地区 平成２４年３月２３日
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選挙管理委員会告示

順次結んだ線及び標柱１７号と標柱１１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

大洲市 北只 ８５８番１０ １４号

７４８番１ １５号

７４８番８ １６号

７４６番２ １７号

�������
�愛媛県告示第１３６３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、愛媛県東予地方局長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知があった。

平成２５年１２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２５年１２月９日から

平成２６年３月２５日まで

３ 作業地域 越智郡上島町岩城及び生名

�愛媛県選挙管理委員会告示第９３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２５年１２月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８１，２０３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，６２５

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４７，６５１

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１３６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 嵐田之浜岩松線
宇和島市津島町近家甲１６０７番２２７から

同市岩松甲２５１２番２６まで
平成２５年１２月１７日

八幡浜市・西宇和郡 ４１，１８０ １３，７２７

新 居 浜 市 １０１，３３５ ３３，７７９

西 条 市 ９２，６３５ ３０，８７９

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，９２１ １７，９７４

伊 予 市 ３１，９５０ １０，６５０

四 国 中 央 市 ７５，４１０ ２５，１３７

西 予 市 ３５，４１８ １１，８０６

東 温 市 ２８，００４ ９，３３５

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，６６６ １４，５５６

南 宇 和 郡 ２０，５５３ ６，８５１

松山市・上浮穴郡 ４２９，４０５ １３８，２３５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４４，８２７ ４８，２７６

宇和島市・北宇和郡 ８２，８９９ ２７，６３３

平成２５年１２月１７日 発行
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